
入院患者の面会規定 
                             坂井市立三国病院  

１．目的 

 本規定は、入院患者様の療養環境の保持、感染防止及び病院運営の安全確保を目的として

定めるものです。 

 

２．面会受付時間 

 月～土は 14 時～19 時 

 日・祝日は 10 時～11 時 30 分と 14 時～19 時 

 所要時間は 30 分程度 

 

３．面会方法  

 面会申込書に記入して病棟へ提出する 

 面会申込書の設置場所、は時間内は正面入り口、時間外は守衛室に設置 

 患者様の病状や検査などにより、面会できない場合もある。 

 

４．面会制限 

 入院患者様だけでなく、面会者の健康を守るためにも以下についてお願いする 

 感染防止対策の協力（風邪症状がない、手指消毒実施、マスク装着）をお願いする 

 また小学生以下の面会をお断りする 

 多人数での面会や、酒気を帯びての面会禁止、病室での飲食禁止 

 ペットの持ち込み禁止 

 少人数での面会とし、面会時間は 30 分程度までとする 

 

５．他の入院患者様への配慮 

 他の病室への出入り禁止 

 病院内で大声で叫ぶ、暴れるなど禁止 

 面会は所定の場所で面会していただく 

 

６．産婦人科の入院患者様の面会 

① 面会許可者 

夫・両親・義両親のみとする 

② 制限について 

一度の面会で 3 人までとする 

感染防止対策の協力（風邪症状がない、手指消毒実施、マスク装着）をお願いする 



酒気を帯びての面会禁止、病室での飲食禁止。 

ペットの持ち込み禁止。 

③ 面会受付時間について 

平日・休日ともに 14 時～15 時と 16 時～17 時 

所要時間は 15 分程度 

面会場所はパントリーもしくはベビー室前 

④ 上記４と同じ 

 

７．面会の規定における見直し基準 

上記 1～5 については、感染流行状況などにより検討しなおす 

 その場合は、ICT チーム、感染対策管理委員会、病院運営委員会などで決定する 

定例は、1 年に 1 回、患者サービス向上委員会で見直し策定する 

 

 

附則  令和 8 年 6 月 1 日 施行 

 

 


